
事 業 承 継

事業承継･引継ぎ支援センターは全国４８カ所に設置されており、京都府域では経

済産業省から京都商工会議所が事業を受託して、「円滑な事業承継」のためにご相

談事業者へのヒアリングや調査を通じて、事業承継の課題や経営課題などの洗い出

しや解決のお手伝いをしています。

相談無料、秘密厳守、中立・公正

専門の相談員（※）が丁寧に対応しますので、ご安心ください。

個 別 相 談 会 の ご 案 内
▶親族に事業を承継させたい！

▶役員や従業員に承継させたい！

▶後継者がいない！

＊後継者はいるが何から手をつけたらいいかわからない。
＊後継者の育て方がわからない。

＊株式や資産・負債、個人保証をどのように引き継いだらいいの？
＊引き継いでほしい人をどのように説得したらいいの？

＊引き受けてもらう相手をどのように探せばいいの？
＊第三者への譲り渡しの具体的な進め方や手続きを教えてほしい。

どうしたらいいのかなぁ？

相談日 ： 裏面の相談日カレンダーをご参照ください

問合せ ： 京都府事業承継･引継ぎ支援センター ☎０７５－３５３－７１２０

主 催 ： 京都商工会議所，京都府事業承継・引継ぎ支援センター

個別相談会 申し込み

ＦＡＸ ０７５－３５３－７１２１ 京都府事業承継･引継ぎ支援センター

☆準備の都合上、できるだけご希望日の一週間前までにお申込み下さい。

事業所名 業     種

ご 芳 名 お 役 職

所 在 地

ご連絡先 ☎

ご希望日
月 日 ( )

開催日は裏面をご参照ください

ご希望の
時 間 帯

□ 13:00～14:30
□ 15:00～16:30

複数名様でお越しになる場合は、上記ご本人様を含め ［ ］ 名

ご回示いただいた情報は本事業の管理・運営、主催者の各種連絡や情報提供に利用させていただきます。 
また本事業は中小企業基盤整備機構の指導の下、経済産業省の補助金を充当して実施しているため、近畿経済産業局、中小企業基盤整備機構に参加
者名簿(事業所名・役職・氏名)を提供する場合があります。 

相談会場 ： 京都商工会議所 京都経済センター７Ｆ（京都市下京区四条通室町東入）
京都市営地下鉄(烏丸線)『四条』,阪急(京都線)『烏丸』下車 ２６番出口

相談員（※） ： 当センターの専門相談員（弁護士・公認会計士・中小企業診断士・金融機関OBなど）

後 援 ： 京都信用保証協会，株式会社京都銀行，京都信用金庫，京都中央信用金庫

☎お電話でのご予約もお受けしております

個別相談会を

是非、ご活用

ください。

～バトンタッチのための～



令和５年度 事業承継個別相談会　相談日一覧

場所：京都経済センター

●上記相談日でご都合が合わない場合やお急ぎの場合は、京都府事業承継･引継ぎ支援センターに直接お電話を頂
ければ、別に個別相談の日時を調整させて頂きます。

●面談場所についても、ご都合に合わせて京都経済センターの他、御社にお伺いすることも可能ですので、遠慮なくご都
合をお聞かせください。

 京都府事業承継･引継ぎ支援センター ☎０７５－３５３－７１２０ 平日 9:00～17:00
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が相談日です。

ご相談時間は、①13：00～14：30，②15：00～16：30のどちらかをお選びください。
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